
  

一 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３１号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

○ 印
 

（
申

請
者

が
自

署
す

る
こ

と
に

よ
り
押

印
を

省
略

で
き

ま
す

。
）
 

 

      
 

 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 

一 

○ 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支 

 
 

 

 
 

援
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

千
葉
県
袖
ケ
浦
福
祉
セ
ン
タ

管
理
規
則
を
廃
止
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四 

規

則 

 

千
葉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
十
九
号 

 
 

 

千
葉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則

平
成
八
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
二
号

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
第
六
第
一
号
ホ
中

第
二
十
九
条

を

第
三
十
一
条
第
二
項

に

博
物
館
に
相
当
す
る
施

設

を

指
定
施
設

に
改
め
る

 

 

別
記
第
二
号
様
式
中

 

を
削
り

 
 

 

を

 
 

 
 

に
改
め

注
１
を
削
り

注
２

を
注
１
と
し

注
３
を
注
２
と
す
る

 

 

別
記
第
四
号
様
式
中

 

を
削
り

 
 

 

を

 
 

 
 

に
改
め

注
１
を
削
り

注
２

を
注
１
と
し

注
３
を
注
２
と
す
る

 

 

別
記
第
五
号
様
式
中

 

を
削
り

 
 

 

を

 
 

 
 

に
改
め

同
様
式
の
注
１
を
削

り

同
様
式
の
注
２
を
同
様
式
の
注
と
す
る

 

 

別
記
第
六
号
様
式
中

 

を
削
り

 
 

 

を

 
 

 
 

に
改
め

注
１
を
削
り

注
２

を
注
１
と
し

注
３
を
注
２
と
す
る

 

 

別
記
第
八
号
様
式
中

 

を
削
り

 
 

 

を

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
号 

 
 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

昭
和
四
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
五

号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
十
三
条
第
一
号
中

第
三
項

を

第
二
項

に
改
め

同
条
第
二
号
中

第
三
項
の

を

第
二

項
の

に

同
条
第
四
項
後
段

を

同
条
第
三
項
後
段

に

特
定
医
師
に
よ
る
医
療
保
護
入
院

者

第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項

の
入
院
届

を

特
定
医
師
に
よ
る
医
療
保
護
入
院
者

第
三

十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
入
院
届

に
改
め
る

 

 

第
十
八
条
第
三
項
中

第
二
十
三
条
第
一
号

を

第
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号

に
改
め
る

 

 

別
記
第
一
号
様
式
中

 

を
削
る

 

 

別
記
第
二
号
様
式
及
び
第
五
号
様
式
中

 

を
削
る

 

 

別
記
第
十
号
様
式
中

 

を
削
り

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

に

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
十
号
様
式
の
三
中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め

 

を
削
り

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

に

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
十
号
様
式
の
五
及
び
第
十
号
様
式
の
六
中

 

を
削
る

 

 

別
記
第
十
号
様
式
の
七
か
ら
第
十
号
様
式
の
九
ま
で
の
規
定
中

 

を
削
り

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

に

 
 

 
 

 

を

 
 

 
 

に
改
め
る

 

 

別
記
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

 

を
削
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

別
記
第
十
六
号
様
式
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

る

 

 

別
記
第
十
九
号
様
式
中

 

を
削
り

注
４
を
削
る

 

 

別
記
第
二
十
号
様
式
中

 

を
削
り

注
５
を
削
る

 

 

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中

 

を
削
り

 
 

を

 
 

に
改
め

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 
 

 

附 

則 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

5

年

3 

月

31

日 

号 
 

外 

 

㊞
 

係
員

印
 

 
係

員
氏

名
 

 

㊞
 

係
員

印
 

 
係

員
氏

名
 

 

㊞
 

係
員

印
 

 
係

員
氏

名
 

 

㊞
 

係
員

印
 

 
係

員
氏

名
 

 

係
員

印
 

 
係

員
氏

名
 

 
印

 

㊞
 

□ 印
 

㊞
 

㊞
 

□ 印
 

「
 

」
 

「
 

」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に

 
 

 

を 
 

 

に
改
め 

「
 

「
 

」
」

㊞
 

㊞
 ㊞

 

□ 印
 

 
 

㊞
 

㊞
 

治
ゆ

 
治

癒
 

抑
う

つ
気

分
 

抑
鬱

気
分

 
 

抑
う

つ
状

態
 

抑
鬱

状
態

 
 

抑
鬱

状
態

 
 

抑
う

つ
気

分
 

抑
鬱

気
分

 
 

抑
う

つ
状

態
 

抑
鬱

状
態

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
定

医
師

に
よ

る
医

療
保

護
入

院
者

（
第

３
３

条
第

１
項

又
は

第
３

項
）

 

の
入

院
届

 
 

 
特

定
医

師
に

よ
る

医
療

保
護

入
院

者
（

第
３

３
条

第
１

項
又

は
第

２
項

）
の

入
院

届
 

抑
う

つ
気

分
 

抑
鬱

気
分

 
 

抑
う

つ
状

態
 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第３１号 令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 
 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

昭
和
六
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
二
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る

 

 

別
記
第
一
号
様
式
中

 
を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
二
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
三
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
１
を
削
り

同
様
式
の
注
２
を
同
様
式
の
注
と
す

る

 

 

別
記
第
四
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
七
号
様
式
中

 

及
び

 

を
削
り

同
様
式
の
注
１
を
削
り

同
様
式
の
注
２
を
同
様

式
の
注
と
す
る

 

 

別
記
第
八
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
２
を
削
り

同
様
式
の
注
１
を
同
様
式
の
注
と
す

る

 

 

別
記
第
九
号
様
式
中

 

及
び

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
費

の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

千
葉
県
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医

療
費
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
自
立
支
援
医
療
費

の
支
給
に
関
す
る
規
則

平
成
十
九
年
千
葉
県
規
則
第
五
十
七
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

別
記
第
一
号
様
式
中

 

を
削
り

注
３
を
削
る

 

 

別
記
第
三
号
様
式
中

 

を
削
り

同
様
式
の
注
を
削
る

 

 

別
記
第
四
号
様
式
中

 

を
削
り

注
３
を
削
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

千
葉
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
保
健
師
等
修
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則

昭
和
三
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
九
号

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

 

 

第
三
条
第
一
項
第
九
号
中

第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号

を

第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号

に
改

め
る

 

 

別
記
第
八
号
様
式

裏

及
び
第
十
一
号
様
式

裏

中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は

令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

 

  

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る

 

 
 

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
四
号 

 
 

 

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
立
野
田
看
護
専
門
学
校
管
理
規
則

平
成
七
年
千
葉
県
規
則
第
九
十
九
号

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る

 

 

別
表
第
一
看
護
学
科
の
表
専
門
分
野
の
項
中

在
宅
看
護
の
理
解
Ⅰ

を

地
域
・
在
宅
看
護
概
論

Ⅰ

に

在
宅
看
護
の
理
解
Ⅱ

を

地
域
・
在
宅
看
護
概
論
Ⅱ

に
改
め

別
表
第
二
看
護
学
科
の

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

 

 

第
二
看
護
学
科 

科
目 

単
位
数 

時
間
数 

基
礎
分
野 

 

       

科
学
的
思
考
の
基
盤 

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解 

日
本
語
表
現
法 

情
報
科
学 

生
命
倫
理 

暮
ら
し
と
健
康 

こ
こ
ろ
の
科
学 

人
間
関
係
論 

 
 

 

 
 

一 一 一 一 一 一 

  

三
〇 

二
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

二
五 

 
 

 
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

□ 印
 

□ 印
 

㊞
 

㊞
 

㊞
 

第
２

１
条

第
２

項
第

１
号

 
 

第
２

４
 

 

条
第

２
項

第
１

号
 

 

 
 

九 



  

三 

令和 5 年 3 月 31 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第３１号 
 

 
 

 

   

教
育
学
概
論 

医
療
英
語 

地
域
コ
ミ

ニ
テ

演
習 

一 一 一 

一
五 

二
五 

二
〇 

専
門
基
礎
分
野 

人
体
の
構
造
と
機
能 

形
態
機
能
学
Ⅰ 

形
態
機
能
学
Ⅱ 

形
態
機
能
学
Ⅲ 

生
化
学 

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促
進 

微
生
物
学 

検
査
と
治
療 

病
態
と
治
療
Ⅰ 

病
態
と
治
療
Ⅱ 

病
態
と
治
療
Ⅲ 

病
態
と
治
療
Ⅳ 

薬
理
学 

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度 

保
健
医
療
福
祉
論 

関
係
法
規 

リ
ハ
ビ
リ
テ

シ

ン
概
論 

地
域
包
括
ケ
ア
演
習 

四 一 一 一 一 七 一 一 一 一 一 一 一 四 一 一 一 一 

 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇  

三
〇 

一
五 

三
〇 

三
〇 

三
〇 

二
〇 

三
〇  

三
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